
（平成２６年１０月２２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 35 件

厚生年金関係 35 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件



関東東京厚生年金 事案25615 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社（Ｂ区。現在は、Ｃ社）における資格取得日に係る記録

を昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年７月１日から同年９月15日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は新入社員研修を終えて異動した時期であるが、継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに同僚及び複数の従業員の供述並びに事業主の回答から判断

すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 39 年７月１日にＡ社（Ｄ区）から同社

（Ｂ区）に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ区）における昭和 39

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、昭和 39 年４月入社者の多数の厚生年金保険期間漏れの問題については、異動手

続の際、誤った届出をした旨回答していることから、事業主が同年９月 15 日を資格取

得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月及び同年８月の

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25616 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 58 年７月

２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 14万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年６月20日から同年７月２日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も継続して同社Ｂ工場に籍を置いて研修を受けていたので、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、健康保険組合から提出された「適用台帳」、Ａ社Ｂ工場から提

出された「在職証明書」及び同社同工場の回答から判断すると、申立人は、同社に継続

して勤務し（昭和 58 年７月２日にＡ社Ｂ工場から同社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 58 年

５月の社会保険事務所（当時）の記録から、14万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

Ｂ工場は不明としているが、同社同工場から提出された申立人の申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が昭和58年６月20日と記載さ

れていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25617 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25618 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25619 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25620 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25621 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25622 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録を 146万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。   

したがって、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認で

きる保険料控除額から、146万2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25626 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を100万円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認できる保

険料控除額及び賞与額から、100万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を100万円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認できる保

険料控除額及び賞与額から、100万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を100万円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年７月15日 

    Ａ社は、平成 17 年に支払った決算賞与について、適切に届出を行ったか確認でき

なかったため、26 年６月５日に当該賞与に係る届出を行ったが、年金給付に反映さ

れないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立期間に係る役員賞与支給内訳表によると、申立人は、平成

17 年７月 15 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、役員賞与支給内訳表において確認できる保

険料控除額及び賞与額から、100万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25629 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社（Ｂ区。現在は、Ｃ社）における資格取得日に係る記録

を昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年７月１日から同年９月15日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び事業主の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務

し（昭和 39 年７月１日にＡ社（Ｄ区）から同社（Ｂ区）に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ区）における昭和 39

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、昭和 39 年４月入社者の多数の厚生年金保険期間漏れの問題については、異動手

続の際、誤った届出をした旨回答していることから、事業主が同年９月 15 日を資格取

得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月及び同年８月の

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の平成 22年 12月 10日及び 23年６月 10日における標

準賞与額に係る記録を、それぞれ 35万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 22年12月10日 

             ② 平成 23年６月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により

納付できず、当該記録は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与明細一覧表及び給与所得に対する所得税源泉徴収簿により、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細一覧表及び給与所得に対する

所得税源泉徴収簿において確認できる保険料控除額から、それぞれ 35 万円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を年金事務所に提出しておらず、また、当該

賞与に係る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25631 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年４月 30 日から同年 11 月 25 日までの期間について、申立

人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年11月25日であると認め

られることから、申立人の同社における資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、36万円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成４年 11月25日から５年４月１日までの期間

の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立

人のＡ社における上記訂正後の資格喪失日（平成４年 11月25日）に係る記録を５年４

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 36万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月30日から５年４月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

平成５年３月 31 日まで勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたこと

が認められる。 

一方、オンライン記録によると、申立期間のうち、平成４年４月30日から同年11月

25 日までの期間について、申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格に係る

喪失処理は、同社が適用事業所ではなくなった日（平成４年９月１日）より後の同年

11 月 25 日付けで、既に記録されていた同年 10 月の定時決定の記録が取り消され、同

年４月 30 日に被保険者資格を喪失したとする処理が遡って行われている上、当該処理

日（平成４年 11月25日）に在職していた代表取締役及び従業員二人についても、申立

人と同様の処理が行われていることが確認できる。 

  



しかしながら、Ａ社の商業・法人登記簿謄本によれば、同社は、厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった日以降の申立期間においても、継続して法人格を有し、また、雇

用保険の加入記録から複数の従業員が勤務していたことが確認できることから、厚生年

金保険法第６条の規定に基づく適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人が平成４年

４月 30 日に被保険者資格を喪失したとする旨の処理を行う合理的な理由は見当たらず、

当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資

格喪失日に係る記録を当該遡及処理が行われた同年 11月25日に訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成４年３月及び

上記取消処理前の同年 10月のオンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間のうち、平成４年 11月25日から５年４月１日までの期間について、

申立人は、入社から退職まで給与額に変動は無く、手取額は毎月ほぼ同額であった旨供

述しているところ、申立人名義の預金通帳から確認できる当該期間に係る振込額は、申

立人から提出された４年４月分及び同年６月分給与明細書に記載されている厚生年金保

険料等控除後の差引支給額と同程度であることが確認できる。 

また、当該期間において、Ａ社に在職し、申立人より後に退職した複数の元従業員が、

退職するまで給与から厚生年金保険料が控除されていた旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における上記訂正後

の資格喪失日（平成４年 11月25日）に係る記録を平成５年４月１日に訂正することが

必要である。 

なお、上記のとおり、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所であったものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記給与明細書及び預金通帳で確認でき

る給与振込額により推認される保険料控除額から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、当該期間においてＡ社は適用事業所の要件を満たしていながら、

事業主は社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業

主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、31 万 7,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成22年７月９日 

        Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が無い。当時の賞与

明細書及び賞与の振込みが確認できる預金通帳を提出するので、標準賞与額を認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった賞与明細書及び預金通帳により、申立人は、平成 22 年７月

９日にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる

厚生年金保険料控除額から、31万7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を年金事務所に提出しておらず、当該賞与に

係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していな

いと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25634 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年６月27日 

日本年金機構からの連絡により、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。申立期間に賞与

が振り込まれたことが確認できる預金通帳の写しを提出するので、申立期間の標準賞

与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された預金通帳の写し、Ｂ社から提出された申立人の申立期間に係る

「支給控除項目一覧表」及びＣ健康保険組合から提出された申立人のＡ社に係る賞与支

給の記録により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記「支給控除項目一覧表」で確認できる

保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25635 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年６月27日 

日本年金機構からの連絡により、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。申立期間の賞与

支給明細書の写しを提出するので、申立期間の標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書の写し、Ｂ社から提出された申立人の申立期間

に係る「支給控除項目一覧表」及びＣ健康保険組合から提出された申立人のＡ社に係る

賞与支給の記録により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記「支給控除項目一覧表」で確認できる

保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25636 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社における当該期間の標準賞与額に係る記録

を、申立期間①は 40万8,000円、申立期間②は42万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月25日 

            ② 平成 15年12月25日 

   Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②に係る厚生年金保険の標準賞与

額の記録が無い。当該期間に賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除

されていたので、当該期間に係る標準賞与額を認めてほしい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①及び②に給与振込みの口座を開設していた金融機関が保有する申

立人に係る「普通預金元帳」並びにＡ社における当該期間当時の給与担当者の供述並び

に申立人と同職種の従業員が保有する給与支給明細書及び賞与支給明細書から判断する

と、申立人は、当該期間に同社から賞与を受けていたことが認められる。 

また、Ａ社の元事業主は、賞与を支給した者には、当該賞与から厚生年金保険料を控

除していた旨の供述をしており、申立期間①については、申立人と同職種の従業員が保

有している当該期間に係る賞与支給明細書において、厚生年金保険料が控除されている

ことが確認でき、また、申立期間②については、申立人と同職種の従業員が保有する平

成 16 年度市民税・県民税特別徴収課税台帳から、当該期間において厚生年金保険料が

控除されていることが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「普通預金元帳」から確認できる賞与

振込額を基に算出した賞与支給額から、申立期間①については 40 万 8,000 円、申立期

  



間②については 42万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①及び②の賞与に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、当時の担当者が当該期間に係る賞与の届出をしていな

かったと思う旨供述している上、当該期間において被保険者記録が確認できる複数の従

業員が、当該期間に賞与の支給があった旨の供述をしているにもかかわらず、いずれの

者にも賞与の記録が確認できないことから、事業主は申立人の当該賞与に係る届出を社

会保険事務所（当時）に行っておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人の当該期

間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25637 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成７年３月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月28日から同年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

平成７年２月 28 日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の元従業員の供述から、申立人は、同社に平成７

年２月28日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の元事業主は、社会保険料は当月控除であった旨供述しているところ、同

社に平成７年２月 28 日まで勤務していた複数の元従業員が所持する同年２月分の給与

明細書によると、厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

られる。 

一方、Ａ社は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所となっていないが、同社に

係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、申立期間において、解散・閉鎖されてお

らず、法人格を有していたことが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成７年１月のオ

ンライン記録から、59万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、申立期間当時、適用事業所の要件を満たしながら、社会保険事務所（当時）に適用

  



の届出を行っていなかったと認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る平

成７年２月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25639 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 41年５月20日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に行ったと認められることから、申立人のＡ社におけ

る資格喪失日に係る記録を同年５月 20日に訂正することが必要である。 

なお、昭和40年５月から 41年４月までの標準報酬月額については、３万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年５月20日から42年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 40年５月20日から41年５月20日までの期間について、雇

用保険の加入記録及び複数の同僚の回答から、申立人がＡ社に勤務していたことが認

められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の厚生年金保険の資格喪

失日は昭和 40 年５月 20 日と記録されているにもかかわらず、同年 10 月の定時決定

が記録されていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿によると、総合調査が昭和41年２月18日に実施されてい

る上、申立人の資格喪失届に係る「届受番」は「7356」と記録されているところ、同

じ届受番で資格喪失日が同年７月 25日と記録されている被保険者が確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿において、昭和 41 年３月 20 日から同年７月 25 日まで

に資格喪失したことが確認できる被保険者５人の雇用保険の加入記録を確認したとこ

ろ、全員について、Ａ社の離職日と厚生年金保険の資格喪失日が一致していることが

確認できる。 

加えて、Ａ社を管轄する年金事務所は、上記被保険者名簿における申立人の資格喪

失日は、当時、誤って記録されたと解することが合理的であると考える旨回答してい

る。 

  



これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 41年５月20日に厚生年金保険被保険

者資格を喪失した旨の届出を、事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認めら

れる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記被保険者名簿の記録

から、３万円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 41 年５月 20 日から 42 年７月１日までの期間について、複

数の同僚の回答から、申立人は、期間は特定できないものの、Ａ社に勤務していたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は平成 18 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており（以下「全喪」という。）、上記被保険者名簿で確認できる申立期間当時の事

業主は所在が確認できない上、全喪時の事業主からは回答が得られないことから、申

立人の当該期間の厚生年金保険料控除について確認することができない。 

また、上記被保険者名簿で、昭和 41 年３月 20 日から同年７月 25 日までに資格喪

失したことが確認できる５人のうち、Ａ社において資格を喪失した直後に他の事業所

での加入記録が無く、かつ、連絡先が確認できた３人に照会したところ、二人から回

答が得られたが、両人とも同社における厚生年金保険の資格喪失に係る取扱いは記憶

しておらず、当該期間の厚生年金保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25640 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月 16 日は 22 万

6,000円、19年７月 13日は23万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年12月16日 

             ② 平成 19年７月13日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②に係る厚生年金保険の標準賞与

額の記録が無い。申立期間①及び②に賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関から提出された申立人に係る預金元帳及び複数の者が保有する申立期間①及

び②に係る賞与明細書により判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から賞与

の支払を受けていたと認められる。 

また、上記賞与明細書により、厚生年金保険料が賞与から控除されていることが確認

できる。 

さらに、申立期間当時の総務担当であったと供述している取締役が、平成 15 年から

20 年の賞与は７月と 12 月の年２回であり、従業員全員に２回賞与を支給し、全員から

保険料を控除した旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記複数の者が保有する賞与明細書に

より確認できる保険料率及び上記預金元帳により確認できる振込額を基に算出した賞与

額及び厚生年金保険料控除額から、平成 17年 12月 16日は 22万 6,000 円、19年７月

13日は23万5,000円とすることが妥当である。 

  



なお、事業主が申立期間①及び②の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、当該期間当時の代表取締役は死亡している上、その後の代表取締役からも回答が得

られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案25641 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成

14年10月から 15年２月まで及び同年４月から16年10月までは26万円、19年８月は

62万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年１月１日から19年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、報酬額及び厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 14年 10月から 15年２月まで、同年４月から 16

年10月まで及び 19年８月の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細

票において確認できる保険料控除額から、14 年 10 月から 15 年２月まで及び同年４月

から16年10月までは 26万円、19年８月は62万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の

標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明細票

において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会

  



保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 13 年１月から 14 年９月まで、15 年３月及び 16 年 11

月から 19 年７月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額に見

合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低額であることが確認

できることから、当該期間は特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 34 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 32万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 10 月１日から 20 年９月１日

までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 34 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 32 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に32万円から 34万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（34 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（32 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立期間のうち、19 年 10 月から 20 年８月

までの期間について、申立人は、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも

高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19 年９月について、上記賃金台帳等において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25643 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 32 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 28万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 11 月１日から同年 12 月１日

までの期間、20 年１月１日から同年６月１日までの期間及び同年８月１日から同年９

月１日までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19 年 11 月

は 30 万円、20 年１月から同年３月までは 32 万円、同年４月、同年５月及び同年８月

は30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 28 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に28万円から 32万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

  



月額（32 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（28 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間のうち、平成19年11月、

20 年１月から同年５月までの期間及び同年８月について、訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料よりも高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額又は報酬月額から、平成 19年 11月は 30万円、20年１月から

同年３月までは 32万円、同年４月、同年５月及び同年８月は30万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19年９月、同年 10月、同年 12月、20年６月及び同年

７月について、上記賃金台帳等において確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できることから、特例法に基

づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案25644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 53 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 50万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 10 月１日から 20 年９月１日

までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 53 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 50 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に50万円から 53万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（53 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（50 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立期間のうち、平成 19 年 10 月から 20 年

８月までの期間について、申立人は、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よ

りも高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、53万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19 年９月について、上記賃金台帳等において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案25645 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 50 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 47万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 10 月１日から 20 年９月１日

までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 50 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 47 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に47万円から 50万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（50 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（47 万円）となっている。

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

 

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立期間のうち、平成 19 年 10 月から 20 年

８月までの期間について、申立人は、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よ

りも高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19 年９月について、上記賃金台帳等において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 41 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記

録を、平成19年９月から 20年５月までは41万円、同年６月は50万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年７月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 38 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に38万円から 41万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（41 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（38 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間に訂正前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料よりも高い額を事業主により給与から控除されていたと認めら

れる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、平成 19 年９月から 20 年５月までは 41 万円、同年６月

は50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 34 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 32万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 10 月１日から 20 年９月１日

までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 34 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 32 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に32万円から 34万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（34 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（32 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立期間のうち、平成 19 年 10 月から 20 年

８月までの期間について、申立人は、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よ

りも高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19 年９月について、上記賃金台帳等において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案25648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 22 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 20万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記

録を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和59年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 20 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に20万円から 22万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（22 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（20 万円）となっている。 

しかしながら、申立期間について、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに

平成19年分及び 20年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間に訂

  



正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い額を事業主により給与から控除

されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 22 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 20万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記

録を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 20 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に20万円から 22万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（22 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（20 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間に訂正前の標準報酬月額

  



に基づく厚生年金保険料よりも高い額を事業主により給与から控除されていたと認めら

れる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25650 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 20 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 19万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年 10 月１日から 20 年７月１日

までの期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19 年 10 月から 20

年５月までは 20万円、同年６月は 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和60年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年７月１日まで 

    Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係

る届出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報

酬月額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 19 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に19万円から 20万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（20 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（19 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

  



年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立期間のうち、平成 19 年 10 月から 20 年

６月までの期間について、申立人は、訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よ

りも高い額を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、平成 19年10月から20年５月までは20万円、同年６月

は24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 19 年９月について、上記賃金台帳等において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

ることが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案25651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録は、事後訂正の結果 24 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 22万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、当該訂正前の記録を上回る標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記

録を24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が報酬額に見

合う標準報酬月額と相違している。同社は、その後、年金事務所に報酬月額に係る届

出を行ったものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、標準報酬月

額の差額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初 22 万円と

記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 26 年７

月17日に22万円から 24万円に訂正する届出がされたところ、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬

月額（24 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（22 万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに平成 19 年分及び 20

年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間に訂正前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料よりも高い額を事業主により給与から控除されていたと認めら

  



れる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳等において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25633 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から10年７月31日まで 

    Ａ事業所に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所に正社員の主

任として勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社（申立事業所であるＡ事業所を経営していたＣ社が、平成 15 年 10 月 22 日付け

で商号変更したもの。）から提出された申立人に係る人事記録（社員カード）及び複数

の元従業員の供述から判断すると、申立人は、退職日は特定できないが、10 年２月 26

日の入社日以降Ａ事業所に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｂ社の経理担当者は、申立期間当時、Ｃ社は入社後約３か月の試用期

間を経過してから、厚生年金保険に加入させる取扱いであった旨供述している上、申立

人と同時期にＡ事業所において勤務していた複数の元従業員は、入社後約３か月の試用

期間を経過してから厚生年金保険、健康保険及び雇用保険に加入していた旨供述してい

るところ、これら複数の元従業員は、同事業所における厚生年金保険の資格取得日と同

時期に雇用保険被保険者資格を取得していることが確認できるが、申立人については雇

用保険の加入記録が確認できない。 

また、申立人の給与振込先金融機関から提出された振込記録によると、平成 10 年３

月25日から同年６月 25日までの振込みが確認できるが、当委員会で検証したところ、

その金額は申立人が記憶する給与総支給額から源泉徴収税額のみが控除された給与振込

額であると推認され、厚生年金保険料等の社会保険料が控除されていた形跡はうかがえ

ない。 

さらに、申立期間において、Ａ事業所及び当時の経営母体であったＣ社に係るオンラ

イン記録（被保険者縦覧照会回答票）に申立人の氏名は確認できず、それぞれの事業所

  



における厚生年金保険被保険者整理番号に欠番は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25638 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和57年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年８月31日から同年９月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

では申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、同社が保管している申立人に係る賃金台帳（期間集計表）、平成 18 年の給

与支払報告書及び同年８月の勤怠確認表における記録から、申立人は、同年８月 30 日

付けで同社を退職しており、申立期間の勤務は確認できないとしている。 

また、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社での離職日は、平成 18 年８月 30

日と記録されている上、申立人に係る同社の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

においても、資格喪失日が同年８月 31 日となっており、備考欄には「平成 18 年８月

30 日退職」と記載されていることが確認できるとともに、申立期間当時の同社の経理

担当者は、申立人の退職手続を同年８月 30 日付けで行った記憶がある旨供述している。 

さらに、申立人から提出された給与明細書によると、申立期間に係る厚生年金保険料

が給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。  

  



関東東京厚生年金 事案25652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月14日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録

が無い。申立期間に賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていたので、調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、申立期間当時の代表取締

役は既に死亡しており、その後の代表取締役に文書照会したものの回答を得られないこ

とから、申立人の申立期間に係る賞与の支給及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

また、申立期間当時の総務担当であったと供述している取締役は、申立人に対する申

立期間の賞与の支給は不明である旨回答している。 

さらに、オンライン記録により、申立人同様、Ａ社において平成19年11月に被保険

者資格を取得したことが確認できる二人に文書照会したが、回答を得られないため、申

立期間の賞与支給について確認できない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立

期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 

  




